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     議事日程     令和７年１０月２９日（水）１６時１５分   

女性第一・第二研修室 

 

１ 開 会 

２ 会議成立の宣告 

３ 会議録署名者の指名 

４ 会議の公開等について 

５ 議案審査順 

公開予定（案） 

定第４８号議案 代決処分の承認を求める件 

〔鹿児島市教育委員会事務局等の職員の任免について〕 

   定第４９号議案 代決処分の承認を求める件 

〔鹿児島市教育委員会人事評価実施規程の一部改正について〕 

   定第５０号議案 代決処分の承認を求める件 

〔鹿児島市立科学館条例施行規則一部改正について〕 

   定第５１号議案 代決処分の承認を求める件 

〔鹿児島市立美術館条例施行規則一部改正について〕 

   請願令和７年度第１号 小中学校での学校給食の牛乳を、飲むことによる体調不良（乳

糖不耐、下痢、腹痛など）や特定の食物摂取制限の理由で飲め

ない児童生徒が、医師の診断なしでも停止届などで停止できる

ようにすることを求める請願【継続審議】 

   報告事項(1)   鹿児島市と NTT ドコモビジネス、次世代校務 DX に関する連携協定に

ついて 

   報告事項(2)   令和７年度教育委員会活動の点検・評価の実施について 

  非公開予定（案） 

   定第５２号議案 鹿児島市文化財審議会委員の委嘱の件 

６ その他  

７ 閉 会 
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定第４８号議案 

 

   代決処分の承認を求める件 

 

鹿児島市教育委員会の事務局及び教育機関の職員の任免について、鹿児島市教育委員会事務

委任等規則第４条第１項の規定に基づき、別紙のとおり代決したので、同条第２項の規定によ

り、これを報告し、その承認を求める。 

 

 

   令和７年１０月２９日              提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

 

 

（参  照） 

 

鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋） 

（鹿児島市教育委員会教育長に対する委任事務） 

第２条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」

という。）第２５条第１項及び第２項の規定により、教育委員会は、次に掲げる事務、第６

条の事務及び鹿児島市教育委員会事務補助執行規程（平成９年教育委員会訓令第１号。以下

「教育委員会事務補助執行規程」という。）の規定により市長の事務部局の職員に補助執行

させる事務を除き、その権限に属する事務を鹿児島市教育委員会教育長（以下「教育長」と

いう。）に委任する。 

(1)～(3) 略す 

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の

人事に関すること。 

(5)～(20) 略す 

（代決） 

第４条 教育長は、緊急止むを得ないときは、第２条各号の教育委員会の権限に属する事務を

代行することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により教育委員会の権限に属する事務を代行したときは、すみやか

に教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。  
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新 旧

(　係　長　級　)

星峯中学校　主査 組合専従 福永　哲二

(　一　般　職　員　)

総務課付（保健体育課併任） 谷山支所　市民課 伊村　皓成

鹿児島市教育委員会事務局等職員人事異動

(令和7年10月1日付）

氏　　　　名
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                           定第４９号議案 

 

   代決処分の承認を求める件 

 

鹿児島市教育委員会人事評価実施規程の一部改正について、鹿児島市教育委員会事務委任等

規則第４条第１項の規定に基づき、別紙のとおり代決したので、同条第２項の規定により、こ

れを報告し、その承認を求める。 

 

 

   令和７年１０月２９日              提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

 

 

（参  照） 

 

鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋） 

（鹿児島市教育委員会教育長に対する委任事務） 

第２条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」

という。）第２５条第１項及び第２項の規定により、教育委員会は、次に掲げる事務及び鹿

児島市教育委員会事務補助執行規程（平成９年教育委員会訓令第１号。以下「教育委員会事

務補助執行規程」という。）の規定により市長の事務部局の職員に補助執行させる事務を除

き、その権限に属する事務を鹿児島市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に委任

する。 

(1) 略す 

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 

(5)～(20) 略す 

（代決） 

第４条 教育長は、緊急止むを得ないときは、第２条各号の教育委員会の権限に属する事務を

代行することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により教育委員会の権限に属する事務を代行したときは、すみやか

に教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。 
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鹿児島市教育委員会人事評価実施規程の一部を改正する訓令 

                                     

第５条第３項中「目標の設定その他の方法により当該被評価者にあらかじめ示した上で」を

「具体的な目標を定めさせ」に、「役割を果たした」を「目標を達成した」に改め、同条第４

項中「評価項目及び果たすべき役割のそれぞれの」及び「並びに業績評価の結果を総括的に表

示する記号（以下「全体評語」という。）」を削り、同条第５項中「及び全体評語」を削り、

同条中第６項を第７項とし、第５項の次に次の１項を加える。 

６ 人事評価の結果は、能力評価及び業績評価の評価ごとに、別に定める評価点算出表に応じ

て点数を付し、当該点数を被評価者ごとに合計した点数（以下「人事評価総得点」とい

う。）とする。 

第６条の見出し中「実施時期及び」を削り、同条第１項中「人事評価の実施」を「評価」

に、「を評価期間とするものを１０月に、」を「の期間及び」に、「を評価期間とするものを

４月に行うものとする」を「の期間ごとに実施する」に改める。 

第７条中「の結果」を「の個別評語」に改め、「いう。）」の次に「並びに人事評価総得

点」を加え、「当該結果が」を「当該個別評語が」に、「当該結果の」を「当該個別評語及び

人事評価総得点」に改める。 

付 則 

この訓令は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

 

（改正理由） 

人事評価制度の見直しに伴い、関係条文の整理をするものである。 
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鹿児島市教育委員会人事評価実施規程（平成２３年教育委員会訓令第１号）新旧対照表 

現行 改正案 備考 

（人事評価の方法） （人事評価の方法）  

第５条 （略） 第５条 （略）  

２ （略） ２ （略）  

３ 業績評価は、被評価者が果たすべき役割について、業務

に関する目標の設定その他の方法により当該被評価者に

あらかじめ示した上で、当該役割を果たした程度を評価す

ることにより行うものとする。 

３ 業績評価は、被評価者が果たすべき役割について、業

務に関する具体的な目標を定めさせ、当該目標を達成し

た程度を評価することにより行うものとする。 

業績評価制度見直しに伴

う文言整理 

４ 評価者は、被評価者について、評価項目及び果たすべき

役割のそれぞれの評価結果を表示する記号（以下「個別評

語」という。）並びに業績評価の結果を総括的に表示する

記号（以下「全体評語」という。）を付すことにより評価

を行うものとする。 

４ 評価者は、被評価者について、評価結果を表示する記

号（以下「個別評語」という。）を付すことにより評価

を行うものとする。 

業績評価の全体評語廃止 

５ 調整者は、評価者による評価の結果に関する不均衡の有

無について審査を行い、個別評語及び全体評語を付すこと

により評価を行うものとする。 

５ 調整者は、評価者による評価の結果に関する不均衡の

有無について審査を行い、個別評語を付すことにより評

価を行うものとする。 

業績評価の全体評語廃止 

 ６ 人事評価の結果は、能力評価及び業績評価の評価ごと

に、別に定める評価点算出表に応じて点数を付し、当該

点数を被評価者ごとに合計した点数（以下「人事評価総

得点」という。）とする。 

評価結果の点数化 
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６ （略） ７ （略）  

（人事評価の実施時期及び評価期間） （人事評価の評価期間）  

第６条 人事評価の実施は、４月１日から９月３０日までを

評価期間とするものを１０月に、１０月１日から３月３１

日までを評価期間とするものを４月に行うものとする。 

第６条 評価は、４月１日から９月３０日までの期間及び

１０月１日から３月３１日までの期間ごとに実施する。 

文言整理 

２ （略） ２ （略）  

(人事評価の結果の開示) (人事評価の結果の開示)  

第７条 能力評価及び業績評価の結果（調整者による評価後

の結果をいう。）は、被評価者に開示するものとする。た

だし、被評価者（当該結果が別に定める標準値以上の者に

限る。）が当該結果の開示を希望しない場合は、この限り

でない。 

第７条 能力評価及び業績評価の個別評語（調整者による

評価後の個別評語をいう。）並びに人事評価総得点は、

被評価者に開示するものとする。ただし、被評価者（当

該個別評語が別に定める標準値以上の者に限る。）が当

該個別評語及び人事評価総得点の開示を希望しない場

合は、この限りでない。 
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定第５０号議案 

 

代決処分の承認を求める件 

    

 鹿児島市立科学館条例施行規則の一部改正について、鹿児島市教育委員会事務委任等規則第 

４条第１項の規定に基づき、別紙のとおり代決したので、同条第２項の規定により、これを報 

告し、その承認を求める。 

 

   令和７年１０月２９日              提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

（参  照） 

 

鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋） 

（鹿児島市教育委員会教育長に対する委任事務） 

第２条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」

という。）第２５条第１項及び第２項の規定により、教育委員会は、次に掲げる事務及び鹿

児島市教育委員会事務補助執行規程（平成９年教育委員会訓令第１号。以下「教育委員会事

務補助執行規程」という。）の規定により市長の事務部局の職員に補助執行させる事務を除

き、その権限に属する事務を鹿児島市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に委任

する。 

(1) 略す 

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 

(3)～(20) 略す 

（代決） 

第４条 教育長は、緊急止むを得ないときは、第２条各号の教育委員会の権限に属する事務を

代行することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により教育委員会の権限に属する事務を代行したときは、すみやか

に教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。 
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鹿児島市立科学館条例施行規則の一部を改正する規則 

                                   

 第４条に次の１項を加える。 

５ 年間入館券及び年間観覧券の有効期限については、科学館の修理その他科学館の管理上の

理由により入館又は観覧できなくなった場合において、教育委員会が特に必要と認めるとき

は、教育委員会が相当と認める期間を延長することができる。 

第６条ただし書中「団体の入館料等」の次に「(第１１号及び第１２号に規定する場合の入

館料及び観覧料を除く。)」を加え、同条第９号中「相当額」の次に「（市内居住者以外のも

の（学校教育法第１条に規定する特別支援学校の児童又は生徒にあっては、市内の同条に規定

する特別支援学校の児童又は生徒に限る。）については、市内居住者以外の一般投影観覧料と

市内居住者の一般投影観覧料の差額に市内居住者の一般投影観覧料の５割相当額を加えた

額）」を加え、同条第１０号中「小人料金」を「市内居住者に係る小人料金」に、「大人料

金」を「一般投影観覧料の大人料金」に改め、「差額」の次に「（市外の特別支援学校の児童

又は生徒の引率者であって、当該引率者が市内居住者以外のものである場合は、一般投影観覧

料の市内居住者以外の小人料金の５割相当額と大人料金との差額）」を加え、同条中第１２号

を第１４号とし、第１１号を第１３号とし、第１０号の次に次の２号を加える。 

(11) 市内の学校教育法第１条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。)、

大学若しくは高等専門学校の生徒、学生等の２０人以上の団体が当該施設が行う活動と

して入館する場合において、市内居住者以外の生徒又は学生が入館し、又は宇宙劇場の

学習投影を観覧するとき 条例別表第１に定める市内居住者以外の入館料と市内居住者

の入館料の差額又は条例別表第２に定める市内居住者以外の一般投影観覧料と市内居住

者の一般投影観覧料の差額を減額 

(12) 前号に掲げる者の引率者が市内居住者以外の場合において、宇宙劇場の学習投影を

観覧するとき 条例別表第２に定める市内居住者以外の一般投影観覧料と市内居住者の

一般投影観覧料との差額を減額 

第７条ただし書中「同条第１２号」を「同条第１４号」に改める。 

別表第１中「児童福祉法(昭和２２年法律第１６４号)第６条」を「児童福祉法第６条」に改

める。 

   付 則 

 この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

 

（改正理由） 

年間入館券及び年間観覧券の有効期限延長について定めるとともに、公共施設の使用料改

定に伴う入館料等の減免に関する条文の整備を行い、別表の文言整理を行うものである。 
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鹿児島市立科学館条例施行規則（平成２年教育委員会規則第４号）新旧対照表 

現行 改正案 備考 

（入館券等） （入館券等）  

第４条 （略） 第４条 （略）  

２～４ （略） ２～４ （略）  

 ５ 年間入館券及び年間観覧券の有効期限については、科学

館の修理その他科学館の管理上の理由により入館又は観

覧できなくなった場合において、教育委員会が特に必要と

認めるときは、教育委員会が相当と認める期間を延長する

ことができる。 

 

（入館料等の減免） （入館料等の減免）  

第６条 条例第６条の規定により入館料等を減免することがで

きる場合及びその額は、次に定めるところによる。ただし、条

例別表第１及び別表第２に定める２０人以上の団体の入館料

等については適用しない。 

第６条 条例第６条の規定により入館料等を減免すること

ができる場合及びその額は、次に定めるところによる。た

だし、条例別表第１及び別表第２に定める２０人以上の団

体の入館料等（第１１号及び第１２号に規定する場合の入

館料及び観覧料を除く。）については適用しない。 

 

(1)～(8) （略） (1)～(8) （略）  

(9) 別表第３に掲げる施設の児童又は生徒が当該施設が行う

活動として入館し、又は宇宙劇場の学習投影を観覧するとき

 条例別表第１に定める入館料を免除又は条例別表第２に

定める一般投影観覧料の５割相当額を減額 

(9) 別表第３に掲げる施設の児童又は生徒が当該施設が

行う活動として入館し、又は宇宙劇場の学習投影を観覧

するとき 条例別表第１に定める入館料を免除又は条例

別表第２に定める一般投影観覧料の５割相当額（市内居
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住者以外のもの（学校教育法第１条に規定する特別支援

学校の児童又は生徒にあっては、市内の同条に規定する

特別支援学校の児童又は生徒に限る。）については、市

内居住者以外の一般投影観覧料と市内居住者の一般投影

観覧料の差額に市内居住者の一般投影観覧料の５割相当

額を加えた額）を減額 

(10) 前２号に掲げる者の引率者が宇宙劇場の学習投影を観

覧するとき 条例別表第２に定める一般投影観覧料の小人

料金の５割相当額と大人料金との差額を減額 

 

(10) 前２号に掲げる者の引率者が宇宙劇場の学習投影

を観覧するとき 条例別表第２に定める一般投影観覧料

の市内居住者に係る小人料金の５割相当額と一般投影観

覧料の大人料金との差額（市外の特別支援学校の児童又

は生徒の引率者であって、当該引率者が市内居住者以外

のものである場合は、一般投影観覧料の市内居住者以外

の小人料金の５割相当額と大人料金との差額）を減額 

 

 (11) 市内の学校教育法第１条に規定する高等学校、中等

教育学校（後期課程に限る。）、大学若しくは高等専門

学校の生徒、学生等の２０人以上の団体が当該施設が行

う活動として入館する場合において、市内居住者以外の

生徒又は学生が入館し、又は宇宙劇場の学習投影を観覧

するとき 条例別表第１に定める市内居住者以外の入館

料と市内居住者の入館料の差額又は条例別表第２に定め

る市内居住者以外の一般投影観覧料と市内居住者の一般

投影観覧料の差額を減額 
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 (12) 前号に規定する場合の引率者が市内居住者以外の

場合において、宇宙劇場の学習投影を観覧するとき 条

例別表第２に定める市内居住者以外の一般投影観覧料と

市内居住者の一般投影観覧料との差額を減額 

 

(11) （略） (13) （略）  

(12) （略） (14) （略）  

（入館料等の減免申請手続） （入館料等の減免申請手続）  

第７条 前条の規定により入館料等の減免を受けようとする者

は、入館料等減免申請書（様式第２）を教育委員会に提出しな

ければならない。ただし、前条第１号から第５号までに掲げる

者及び同条第１２号に該当する者のうち教育委員会が特に認

める者については、この限りでない。 

第７条 前条の規定により入館料等の減免を受けようとす

る者は、入館料等減免申請書（様式第２）を教育委員会に

提出しなければならない。ただし、前条第１号から第５号

までに掲げる者及び同条第１４号に該当する者のうち教

育委員会が特に認める者については、この限りでない。 

 

別表第１（第６条関係） 別表第１（第６条関係）  

児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の

２の２第１項に規定する児童発達支援及び放課後

等デイサービスを行う事業所並びに同法第７条第

１項に規定する障害児入所施設、児童発達支援セ

ンター及び児童心理治療施設 

略 

略 
 

児童福祉法第６条の２の２第１項に規定する児童

発達支援及び放課後等デイサービスを行う事業所

並びに同法第７条第１項に規定する障害児入所施

設、児童発達支援センター及び児童心理治療施設 

 

略 

略 
 

児童福祉法の

法律番号重複

の改正 
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定第５１号議案 

 

代決処分の承認を求める件 

    

 鹿児島市立美術館条例施行規則の一部改正について、鹿児島市教育委員会事務委任等規則第

４条第１項の規定に基づき、別紙のとおり代決したので、同条第２項の規定により、これを報

告し、その承認を求める。 

 

   令和７年１０月２９日              提 出 

                           鹿児島市教育委員会 

                           教育長 原之園 哲哉 

 

 

（参  照） 

 

鹿児島市教育委員会事務委任等規則（抜粋） 

（鹿児島市教育委員会教育長に対する委任事務） 

第２条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号。以下「法」

という。）第２５条第１項及び第２項の規定により、教育委員会は、次に掲げる事務及び鹿

児島市教育委員会事務補助執行規程（平成９年教育委員会訓令第１号。以下「教育委員会事

務補助執行規程」という。）の規定により市長の事務部局の職員に補助執行させる事務を除

き、その権限に属する事務を鹿児島市教育委員会教育長（以下「教育長」という。）に委任

する。 

(1) 略す 

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規程の制定又は改廃に関すること。 

(3)～(20) 略す 

（代決） 

第４条 教育長は、緊急止むを得ないときは、第２条各号の教育委員会の権限に属する事務を

代行することができる。 

２ 教育長は、前項の規定により教育委員会の権限に属する事務を代行したときは、すみ

やかに教育委員会に報告し、その承認を受けなければならない。 
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鹿児島市立美術館条例施行規則の一部を改正する規則 

                                     

 第７条中第３項を第４項とし、第２項の次に次の１項を加える。 

３ 年間観覧券の有効期限については、美術館の修理その他美術館の管理上の理由により観覧 

できなくなった場合において、教育委員会が特に必要と認めるときは、教育委員会が相当と

認める期間を延長することができる。 

 第１８条第１項ただし書中「団体の観覧料」の次に「（第１０号に規定する場合の観覧料を

除く。）」を加え、同条中第１７号を第１８号とし、第１０号から第１６号までを１号ずつ繰

り下げ、第９号の次に次の１号を加える。 

(10) 市内の学校教育法第１条に規定する高等学校、中等教育学校（後期課程に限る。）、 

大学若しくは高等専門学校の生徒、学生等の２０人以上の団体が当該施設が行う活動とし

て観覧する場合において、市内居住者以外の生徒又は学生が観覧するとき 条例別表第１

に定める市内居住者以外の観覧料と市内居住者の観覧料の差額相当額を減額 

 第１８条第２項のただし書中「同条第１７号」を「同条第１８号」に改める。 

 様式第１中 

「               「 

 

 

               」を              」に改める。 

様式第２中 

 「               「 

 

 

」を              」に改める。 

様式第９中 

 「 

 

 

 

 

                                      

                                     」 

を 

 

 

□プロジェクター 

□マ イ ク 

□ 

 

減 免 決 定 内 容 

□美術館条例施行規則第18条第1項第6号の規定により常設展示観覧

料を免除する。 

□同条同項第7号の規定により常設展示観覧料の5割相当額を減額す

る。 

□同条同項第8号の規定により常設展示観覧料を免除する。 

 

□同条同項第9号の規定により常設展示観覧料を免除する。 

 

□同条同項第17号の規定により、次のとおり減免する。 

 

□ス ラ イ ド 

□16 ミ リ 

□マ イ ク 

 

□ス ラ イ ド 

□16 ミ リ 

□マ イ ク 
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 「 

 

 

 

 

 

                                      」 

に改める。 

様式第９の１中 

「 

 

 

 

 

 

 

 

                                      」 

を 

「 

 

 

 

 

 

 

 

                                      」 

に改める。 

 様式第９の２中「第１７号」を「第１８号」に改める。 

   付 則 

 この規則は、令和７年１０月１日から施行する。 

 

 

 （改正理由） 

  公共施設の使用料改定に伴い、観覧料の減免に関する条文の整備を行うとともに、様式１、

様式９、様式９-１、様式９-２の使用許可申請書等の種別及び条文の整理を行うものである。 

減 免 決 定 内 容 

□美術館条例施行規則第18条第1項第10号の規定により使用料を免

除する。 

□同条同項第11号の規定により使用料を免除する。 

□同条同項第12号の規定により使用料の5割相当額を減額する。 

□同条同項第13号アの規定により使用料を免除する。 

□同条同項第13号イの規定により使用料の5割相当額を減額する。 

□同条同項第14号の規定により使用料を免除する。 

□同条同項第15号の規定により使用料の5割相当額を減額する。 

□同条同項第16号の規定により使用料の5割相当額を減額する。 

□同条同項第17号の規定により、次のとおり減免する。 

 

減 免 決 定 内 容 

□美術館条例施行規則第18条第1項第11号の規定により使用料を免

除する。 

□同条同項第12号の規定により使用料を免除する。 

□同条同項第13号の規定により使用料の5割相当額を減額する。 

□同条同項第14号アの規定により使用料を免除する。 

□同条同項第14号イの規定により使用料の5割相当額を減額する。 

□同条同項第15号の規定により使用料を免除する。 

□同条同項第16号の規定により使用料の5割相当額を減額する。 

□同条同項第17号の規定により使用料の5割相当額を減額する。 

□同条同項第18号の規定により、次のとおり減免する。 

 

減 免 決 定 内 容 

□美術館条例施行規則第18条第1項第6号の規定により常設展示観覧

料を免除する。 

□同条同項第7号の規定により常設展示観覧料の5割相当額を減額す

る。 

□同条同項第8号の規定により常設展示観覧料を免除する。 

 

□同条同項第9号の規定により常設展示観覧料を免除する。 

 

□同条同項第18号の規定により、次のとおり減免する。 
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鹿児島市立美術館条例施行規則（昭和６０年教育委員会規則第２号）新旧対照表 

現行 改正案 備考 

（観覧手続） （観覧手続）  

第７条 （略） 第７条 （略）  

２   （略） ２   （略）  

 

 

 

 

３   （略） 

３ 年間観覧券の有効期限については、美術館の修理そ

の他美術館の管理上の理由により観覧できなくなった

場合において、教育委員会が特に必要と認めるときは、

教育委員会が相当と認める期間を延長することができ

る。 

４   （略） 

 

（入館料等の減免） （入館料等の減免）  

第１８条 条例第１２条の規定により観覧料等を減免す

ることができる場合及びその額は、次に定めるところ

による。ただし、条例別表第１に定める２０人以上の

団体の観覧料については適用しない。 

第１８条 条例第１２条の規定により観覧料等を減免す

ることができる場合及びその額は、次に定めるところ

による。ただし、条例別表第１に定める２０人以上の

団体の観覧料（第１０号に規定する場合の観覧料を除

く。）については適用しない。 

１０号は２０人以上の団体料

金を減額するので、適用除外

から除く 

(1)～(9) （略） (1)～(9) （略）  

 (10) 市内の学校教育法第１条に規定する高等学校、

中等教育学校（後期課程に限る。）、大学若しくは高

等専門学校の生徒、学生等の２０人以上の団体が当
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該施設が行う活動として観覧する場合において、市

内居住者以外の生徒又は学生が観覧し、条例別表第

１に定める市内居住者以外の観覧料と市内居住者の

観覧料の差額を減額 

   

(10) （略） (11) （略）  

(11) （略） 

(12) （略） 

(13) （略） 

(14) （略） 

(15) （略） 

(16) （略） 

(17) （略） 

(12) （略） 

(13) （略） 

(14) （略） 

(15) （略） 

(16) （略） 

(17) （略） 

(18) （略） 

 

（入館料等の減免申請手続） （入館料等の減免申請手続）  

第１８条第２項 前項の観覧料等の減免を受けようとす

る者は、教育委員会に観覧料等減免申請書（様式第９、

様式第９の１、様式第９の２）を提出しなければなら

ない。ただし、前項第１号から第５号までに掲げる者

及び同項第１７号に該当する者のうち教育委員会が特

に認める者については、この限りでない。 

第１８条第２項 前項の観覧料等の減免を受けようとす

る者は、教育委員会に観覧料等減免申請書（様式第９、

様式第９の１、様式第９の２）を提出しなければなら

ない。ただし、前項第１号から第５号までに掲げる者

及び同条第１８号に該当する者のうち教育委員会が特

に認める者については、この限りでない。 

号ずれ対応 
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スライドと１６ミリを削除し

プロジェクターを追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第1 

鹿児島市立美術館施設等使用許可申請書 

   鹿児島市教育委員会     殿                年  月  日  

住 所             

団 体             

氏名又は代表者名             

(電話         )   

 鹿児島市立美術館の施設の使用許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

使用目的

(行事名) 
  入場予定人員 人 

使 用

責 任 者 

住 所 

氏 名 

(電話   )  

区 分 単 価 数 量 使用料 

 
 

□一般展示室(1 ) 
      

      

使 用

日 時 

自  年  月  日  時 

 

至  年  月  日  時 

□一般展示室(2 ) 
      

      

□企 画 展 示 室 
      

      

入 場 料 

□徴収する  □徴収しない 

 

一 般   円(団体  円) 

高大生   円(〃   円) 

小中生   円(〃   円) 

□展 示 ロ ビ ー 
      

      

□講 堂 

(展示室利用) 

      

      

館 内

配 布 物 
□あり 

□有料 

□無料 
□なし 

□講 堂       

□市民アトリエ(1)       

特 別

設 備 

□あり    □なし 

 (ある場合は仕様書を添付

すること) 

□  〃   (2)       

計   

設

備

使

用

料 

□ス ラ イ ド       

共 催

後 援 
  

□16 ミ リ       

□マ イ ク       

計   

許

可

条

件 

鹿 児 島 市 立 美 術 館 条 例 及 び

鹿 児 島 市 立 美 術 館 条 例 施 行

規 則 並 び に 美 術 館 職 員 の 指示

に従うこと 

備

考 

展示室使用の場合 

作品搬入   日  時～  時室名 

審査     日  時～  時〃 

飾付     日  時～  時 

搬出     日  時～  時 

講堂使用   日  時～  時 

 (注)1 太線内のみ記入し、該当する項目にレを記入して下さい。 

   2 使用料の減免を受ける場合は減免申請書も提出して下さい。 

様式第1 

鹿児島市立美術館施設等使用許可申請書 

   鹿児島市教育委員会     殿                年  月  日  

住 所             

団 体             

氏名又は代表者名             

(電話         )   

 鹿児島市立美術館の施設の使用許可を受けたいので、次のとおり申請します。 

使用目的

(行事名) 
  入場予定人員 人 

使 用

責 任 者 

住 所 

氏 名 

(電話   )  

区 分 単 価 数 量 使用料 

 
 

□一般展示室(1) 
      

      

使 用

日 時 

自  年  月  日  時 

 

至  年  月  日  時 

□一般展示室(2) 
      

      

□企 画 展 示 室 
      

      

入 場 料 

□徴収する  □徴収しない 

 

一 般   円(団体  円) 

高大生   円(〃   円) 

小中生   円(〃   円) 

□展 示 ロ ビ ー 
      

      

□講 堂 

(展示室利用) 

      

      

館 内

配 布 物 
□あり 

□有料 

□無料 
□なし 

□講 堂       

□市民アトリエ(1)       

特 別

設 備 

□あり    □なし 

 (ある場合は仕様書を添付

すること) 

□  〃   (2)       

計   

設

備

使

用

料 

□プロジェクター       

共 催

後 援 
  

□マ イ ク       

□              

計   

許

可

条

件 

鹿 児 島 市 立 美 術 館 条 例 及 び

鹿 児 島 市 立 美 術 館 条 例 施 行

規 則 並 び に 美 術 館 職 員 の 指示

に従うこと 

備

考 

展示室使用の場合 

作品搬入   日  時～  時室名 

審査     日  時～  時〃 

飾付     日  時～  時 

搬出     日  時～  時 

講堂使用   日  時～  時 

 (注)1 太線内のみ記入し、該当する項目にレを記入して下さい。 

   2 使用料の減免を受ける場合は減免申請書も提出して下さい。 
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スライドと１６ミリを削除し

プロジェクターを追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第2 

鹿児島市立美術館施設等使用許可書 

 

住 所             

団 体             

氏名又は代表者名          殿  

(電話        )   

使用目的

(行事名) 
  入場予定人員   

使 用

責 任 者 

住 所 

氏 名 

(電話   )  

区 分 単 価 数 量 使用料 

 
 □ 一 般 展 示 室 

(1) 

      

      

使 用

日 時 

自  年  月  日  時 

 

至  年  月  日  時 

□ 一 般 展 示 室 

(2) 

      

      

□企 画 展 示 室 
      

      

入 場 料 

□徴収する  □徴収しない 

 

一 般   円(団体  円) 

高大生   円(〃   円) 

小中生   円(〃   円) 

□展 示 ロ ビ ー 
      

      

□講 堂 

( 展 示 室 利 用 ) 

      

      

□講 堂       
館 内

配 布 物 
□あり 

□有料 

□無料 
□なし 

□市民アトリエ(1)       

特 別

設 備 

□あり    □なし 

 (ある場合は仕様書を添付

すること) 

□  〃   (2)       

計   

設

備

使

用

料 

□ス ラ イ ド       

共 催

後 援 

  

□16 ミ リ       

□マ イ ク       

計   

許

可

条

件 

鹿 児 島 市 立 美 術 館 条 例 及 び

鹿 児 島 市 立 美 術 館 条 例 施 行

規 則 並 び に 美 術 館 職 員 の 指示

に従うこと 

備

考 

展示室使用の場合 

作品搬入   日  時～  時室名 

審査     日  時～  時〃 

飾付     日  時～  時 

搬出     日  時～  時 

講堂使用   日  時～  時 

鹿市教美許可第     号  

年  月  日  

  上記のとおり許可する。 

鹿児島市教育委員会 印  

様式第2 

鹿児島市立美術館施設等使用許可書 

 

住 所             

団 体             

氏名又は代表者名          殿  

(電話        )   

使用目的

(行事名) 
  入場予定人員   

使 用

責 任 者 

住 所 

氏 名 

(電話   )  

区 分 単 価 数 量 使用料 

 
 □ 一 般 展 示 室 

(1) 

      

      

使 用

日 時 

自  年  月  日  時 

 

至  年  月  日  時 

□ 一 般 展 示 室 

(2) 

      

      

□企 画 展 示 室 
      

      

入 場 料 

□徴収する  □徴収しない 

 

一 般   円(団体  円) 

高大生   円(〃   円) 

小中生   円(〃   円) 

□展 示 ロ ビ ー 
      

      

□講 堂 

( 展 示 室 利 用 ) 

      

      

□講 堂       
館 内

配 布 物 
□あり 

□有料 

□無料 
□なし 

□市民アトリエ(1)       

特 別

設 備 

□あり    □なし 

 (ある場合は仕様書を添付

すること) 

□  〃   (2)       

計   

設

備

使

用

料 

□プロジェクター       

共 催

後 援 

  

□マ イ ク       

□              

計   

許

可

条

件 

鹿 児 島 市 立 美 術 館 条 例 及 び

鹿 児 島 市 立 美 術 館 条 例 施 行

規 則 並 び に 美 術 館 職 員 の 指示

に従うこと 

備

考 

展示室使用の場合 

作品搬入   日  時～  時室名 

審査     日  時～  時〃 

飾付     日  時～  時 

搬出     日  時～  時 

講堂使用   日  時～  時 

鹿市教美許可第     号  

年  月  日  

  上記のとおり許可する。 

鹿児島市教育委員会 印  
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号ずれ対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第9 

観 覧 料 等 減 免 申 請 書 

年  月  日  

   鹿児島市教育委員会    殿 

住 所             

団 体 名             

氏名又は代表者名             

(電話        )    

 次のとおり観覧料の減免を申請します。 

観 覧 日 時 年   月   日   時 

展 示 区 分 □常設展示      □特別展示 

観 覧 者 数 一般   人   高大生   人   小中生   人 

減免を申請する

理 由 

  

減 免 決 定 額   

減 免 決 定 内 容 

□美術館条例施行規則第18条第1項第6号の規定により常設展示観覧

料を免除する。 

□同条同項第7号の規定により常設展示観覧料の5割相当額を減額す

る。 

□同条同項第8号の規定により常設展示観覧料を免除する。 

 

□同条同項第9号の規定により常設展示観覧料を免除する。 

 

□同条同項第17号の規定により、次のとおり減免する。 

(注) 太線内のみ記入して下さい。 

様式第9 

観 覧 料 等 減 免 申 請 書 

年  月  日  

   鹿児島市教育委員会    殿 

住 所             

団 体 名             

氏名又は代表者名             

(電話        )    

 次のとおり観覧料の減免を申請します。 

観 覧 日 時 年   月   日   時 

展 示 区 分 □常設展示      □特別展示 

観 覧 者 数 一般   人   高大生   人   小中生   人 

減免を申請する

理 由 

  

減 免 決 定 額   

減 免 決 定 内 容 

□美術館条例施行規則第18条第1項第6号の規定により常設展示観覧

料を免除する。 

□同条同項第7号の規定により常設展示観覧料の5割相当額を減額す

る。 

□同条同項第8号の規定により常設展示観覧料を免除する。 

 

□同条同項第9号の規定により常設展示観覧料を免除する。 

 

□同条同項第18号の規定により、次のとおり減免する。 

(注) 太線内のみ記入して下さい。 
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号ずれ対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第9の1 

観 覧 料 等 減 免 申 請 書 

年  月  日  

  鹿児島市教育委員会    殿 

住 所             

団 体 名             

氏名又は代表者名             

(電話        )    

 次のとおり使用料の減免を申請します。 

使 用 施 設 名   

使 用 目 的   

使 用 日 時 年  月  日  時～   年  月  日  時 

共 催 、 後 援   

減免を申請する

理 由 
  

減 免 決 定 額   

減 免 決 定 内 容 

□美術館条例施行規則第18条第1項第10号の規定により使用料を免

除する。 

□同条同項第11号の規定により使用料を免除する。 

□同条同項第12号の規定により使用料の5割相当額を減額する。 

□同条同項第13号アの規定により使用料を免除する。 

□同条同項第13号イの規定により使用料の5割相当額を減額する。 

□同条同項第14号の規定により使用料を免除する。 

□同条同項第15号の規定により使用料の5割相当額を減額する。 

□同条同項第16号の規定により使用料の5割相当額を減額する。 

□同条同項第17号の規定により、次のとおり減免する。 

 (注) 太線内のみ記入して下さい。 

様式第9の1 

観 覧 料 等 減 免 申 請 書 

年  月  日  

  鹿児島市教育委員会    殿 

住 所             

団 体 名             

氏名又は代表者名             

(電話        )    

 次のとおり使用料の減免を申請します。 

使 用 施 設 名   

使 用 目 的   

使 用 日 時 年  月  日  時～   年  月  日  時 

共 催 、 後 援   

減免を申請する

理 由 
  

減 免 決 定 額   

減 免 決 定 内 容 

□美術館条例施行規則第18条第1項第11号の規定により使用料を免

除する。 

□同条同項第12号の規定により使用料を免除する。 

□同条同項第13号の規定により使用料の5割相当額を減額する。 

□同条同項第14号アの規定により使用料を免除する。 

□同条同項第14号イの規定により使用料の5割相当額を減額する。 

□同条同項第15号の規定により使用料を免除する。 

□同条同項第16号の規定により使用料の5割相当額を減額する。 

□同条同項第17号の規定により使用料の5割相当額を減額する。 

□同条同項第18号の規定により、次のとおり減免する。 

 (注) 太線内のみ記入して下さい。 

22



 

 

 

 

 

 

 

号ずれ対応 

 

 

 

様式第9の2 

観 覧 料 等 減 免 申 請 書 

年  月  日  

  鹿児島市教育委員会    殿 

住 所             

団 体 名             

氏名又は代表者名             

(電話        )    

 次のとおり使用料の減免を申請します。 

撮 影 等 の 方 法 □撮影 
□モノクローム   点 

□カラー      点 
□模写  点□模造  点 

撮 影 等 の 目 的   

撮影等の美術品等   

    

減免を申請する

理 由 
  

減 免 決 定 額   

減 免 決 定 内 容 

 美術館条例施行規則第18条第1項第17号の規定により、次のとおり

減免する。 

 (注) 太線内のみ記入して下さい。 

様式第9の2 

観 覧 料 等 減 免 申 請 書 

年  月  日  

  鹿児島市教育委員会    殿 

住 所             

団 体 名             

氏名又は代表者名             

(電話        )    

 次のとおり使用料の減免を申請します。 

撮 影 等 の 方 法 □撮影 
□モノクローム   点 

□カラー      点 
□模写  点□模造  点 

撮 影 等 の 目 的   

撮影等の美術品等   

    

減免を申請する

理 由 
  

減 免 決 定 額   

減 免 決 定 内 容 

 美術館条例施行規則第18条第1項第18号の規定により、次のとおり

減免する。 

 (注) 太線内のみ記入して下さい。 
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１　本市の学校給食用牛乳の現状について（R7.9.1現在）

　（学校給食を実施している本市の小中学校１１６校に対し調査を行い、全校から回答を得た。）

(1) 牛乳の飲用を停止している学校数及び人数

小学校 中学校 合計 小学校 中学校 合計 小学校 中学校 合計

学校数 40 15 55 52 25 77 61 27 88

人数 77 40 117 194 144 338 271 184 455

(2) 各学校において飲用牛乳を停止する際に保護者に提出を求めている書類の内訳

   （食物アレルギー疾患以外の牛乳停止者がいる学校のみ）

停止届 診断書 管理指導票 その他

小学校数 42 20 28 4 3 10

中学校数 21 16 6 2 0 4

合計 63 36 34 6 3 14

※ 提出書類が複数ある学校有

　

★牛乳停止届又は保護者の申し出のみの提出（診断書等の提出なし）で対応している学校数

停止届のみ 申し出のみ その他※ 計

小学校数 11 10 1 22
中学校数 14 4 0 18

合計 25 14 1 40

※その他：アレルギー調査票

２　学校給食用牛乳の飲用停止に関する中核市調査（R7.10.1現在）

　（本市を除く中核市６１市に対し、下記の内容について調査を行い、５３市より回答を得た。）

　 (1) 個別的な牛乳飲用停止対応を実施していますか。（食物アレルギー対応は除く）

48

4

1

53

　 (2) 牛乳飲用停止の対応を実施する際の手続きは市内共通としていますか。

（(1)で①と回答した４８市からの回答）

33

16

49

　 (3) 牛乳飲用停止する際の手続きはどのように行っていますか。

（(2)で①と回答した３３市からの回答）

2

25

15

7

※複数回答あり

※「その他」の内訳：除去対応依頼書、校長の副申書　等

★保護者の申し出又は牛乳停止届のみの提出（診断書等の提出なし）で対応している自治体数

1

15

16
②牛乳停止届（保護者が記載する牛乳停止を希望する書類）の提出のみ

①保護者の申し出（書類等は無し）

②牛乳停止届（保護者が記載する牛乳停止を希望する書類）の提出

③医師の診断書等、医師が作成した書類等の提出

④その他

①保護者の申し出（書類等は無し）のみ

※1市重複（共通の手続きと学校毎の手続きがある）

①実施している

②実施していない

③その他（学校毎に異なる）

①市内共通の手続きとしている

②学校ごとに異なる

食物アレルギー 食物アレルギー疾患以外の理由 牛乳停止者在籍

提出書類（内訳）※
書類有

書類無
（保護者の
申し出）

請願令和7年度第１号関係資料
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鹿児島市と NTT ドコモビジネス、次世代校務 DX に関する連携協定について 

 

１ 目的 

鹿児島市と NTT ドコモビジネスが協力し、次世代校務ＤＸ推進を通して、鹿児島市内

小中高等学校における業務の効率化および教育の質向上をめざし、相互連携のもと取り

組みを推進することを目的とする。 

 

２ 協定に基づく令和７年度の連携内容 

⑴ 次世代校務ＤＸ実現のモデルケース創出に関すること 

⑵ ＩＣＴを活用した教職員の業務軽減・働き方改革に関すること 

⑶ 校務データと学習データを活用した教育データの利活用に関すること 

⑷ 児童生徒の自己調整的な学びの推進に関すること 

                                         

３ 各者の役割 

鹿児島市 
⑴ICT 環境の整備 

⑵市内学校など実証フィールドの提供 

NTT ドコモ 

ビジネス 

⑶次世代校務 DX 推進実現に向けた調査、企画 

⑷教育データの利活用に関する各種施策の企画、実施 

⑸児童生徒の自己調整的な学びを推進するための AAR ポータル活用支援 

                                        

４ 連携協定式について 

 ○ 期 日  令和７年１０月２１日（火） 

 ○ 時 間  １４：３０～１６：００ 

 ○ 場 所  鹿児島市立山下小学校 高学年教室及び会議室 

 ○ 日程   １４：３０～１５：１５ AAR ポータルを活用した授業参観 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ 今後の展開 

本協定を通じて、市内の小中高等学校における次世代校務 DX モデル事業を着実に推進 

 し、教育現場での ICT 活用をさらに加速させる。 

  NTT ドコモビジネスは、教育データの利活用による個別最適な学びの支援や、校務のさ   

らなる効率化を図るとともに、他自治体への展開も視野に入れた取り組みを進める。自治 

体との連携を通じて、持続可能な教育環境の構築と地域社会への貢献を行うものとする。 

【連携協定締結式：会議室】  

１５：３０～      開会のあいさつ 

１５：３０～１５：３４ 出席者紹介 

１５：３４～１５：４１ 具体的取組内容説明 

１５：４１～１５：４８ 教育長・支社長あいさつ  

１５：４８～１５：５１ 記念撮影 

１５：５１～１６：００ 質疑応答 他 

１６：００       閉会のあいさつ 

報告事項（１） 
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令和７年度教育委員会活動の点検・評価の実施について 

 

１ 点検・評価の概要 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育委員会は、毎年、教育に関する

事務について点検・評価を行い、報告書を作成し、議会に提出・公表することとなっている。 

 第二次教育振興基本計画の開始年度である令和４年度からは、鹿児島市行政評価に準じて、

見直しが必要と思われる事業を対象に、ＥＢＰＭの考え方を取り入れ、ロジックモデルによ

り因果関係を明示するなど、事業の成果をより見える化し、事業の見直しを図ってきた。 

 今年度は、４年度から６年度までを総括して全３７施策を対象に実施し、外部委員からな

る教育行政評価会議で点検・評価を行い、教育委員会会議の議決を経て、議会への報告及び

公表を行うとともに、同計画における改定に向けた検討に活用する。 

  

２ 評価対象 

  第二次教育振興基本計画（計画期間：令和８年度まで）に掲げる施策について実施する。   

 令和４ 令和５ 令和６ 令和 7 令和８ 

報 告 
全施策 

現況報告 

全施策 

現況報告 

全施策 

現況報告 
－ 

振興計画 

見直し年度につき 

改めて検討 

評 価 

事務事業評価 
全施策 
評価  ・見直しが見込まれる事業 

 ・再点検の必要性が高い事業 

事務事業 

 ・施策数 
４事業 ３事業 ２事業 ３７施策 

 

３ スケジュール 

実施時期 実施内容 

１０月 一次評価 所管課による点検・評価 

１１月～１月 教育行政評価会議 教育に関する学識経験者等による外部評価 

２月 評価決定 ２月定例会で議決 

２月～ 公表等 議会報告、公表 

 

 【参考】教育行政評価会議委員（任期：令和７年１１月１日～令和９年３月３１日） 

氏   名 所 属 等 役  職  等 

志賀  玲子  志學館大学 法学部 教授 

内ノ倉  真吾  鹿児島大学 教育学部 准教授 

森木  朋佳  鹿児島純心女子短期大学 生活学科 教授 

橋口 俊一 市小学校長会 錦江台小学校長 

鍋島  裕文  市ＰＴＡ連合会 会長 

 

報告事項(２) 
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